
61

米子市

境港市

【参考】地域区分
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３ 施行日前後の取扱い
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改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-20



改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-21

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-22



壁量基準等の経過措置の適用に関する留意事項
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国資料
P-23

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-24

構造の経過措置の適用を受ける場合も、構造関係書類の
添付が必要です。
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建築物省エネ法関連の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

建築物省エネ法の申請単位は棟毎のた
め棟毎の工事着手の時期で判断します

前頁

前頁

前頁
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建築物省エネ法関連の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

改正法への適合を計画変更
または完了検査時に確認で
きない場合は、検査済証等を
交付することができません。



お願い事項
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確認済証の交付：３月３１日以前
工事着手 ：３月３１日以前
※住宅と非住宅の小規模建築物は現行のどおり、

３００㎡未満は説明義務、300㎡以上は届出義務

 ３月は確認申請窓口が込み合うことが予想されますので、
余裕をもって確認申請のご提出をお願いします。

現行の省エネ物省エネ法の届出や建築主へ説明が必要です。
申請状況によっては３月中に確認済証の交付ができず、４
月１日以降に審査がずれ込む場合があります。その場合は、
改正法の適用になり、省エネ仕様基準の審査または省エネ
適合性判定の申請（新３号建築物を除く）が必要になります。

工事着手がわかる資料の整理をお願いします。

確認済証の交付の時期と工事着手日によって手続きが
異なります。

都市計画区域内の場合

４/１

工事
着手

申請 確認
済証

お願い事項
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確認済証の交付：３月３１日以前
工事着手 ：４月１日以降
※原則全ての建築物に省エネ基準適合義務化

 ３月以前に４月１日以降の工事着手で確認申請を提出する
場合、省エネ基準や構造等の４号特例の部分について確認
申請時に確認する場合がありますので、改正後の法適合性
について、あらかじめ窓口に相談をお願いします。

省エネ基準を仕様基準等以外で省エネ計算による場合は、
４月１日以降に適合性判定の申請（新３号建築物を除く）をし、計
画変更もしくは完了検査申請時に副本等の提出が必要です。

改正法への適合を計画変更または完了検査時に確認でき
ない場合は、検査済証等を交付することができません。

 ５月以降の着手のものは、年度内は窓口が込み合うことか
ら、なるべく４月１日以降に申請をお願いします。

都市計画区域内の場合

４/１

工事
着手

申請 確認
済証

省エネ適合通知証
等の提出が必要

★
計画
変更

完了
検査



お願い事項
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確認申請の提出：４月１日以降
工事着手 ：４月１日以降
※原則全ての建築物に省エネ基準適合義務化

申請様式は、改正後の様式でご提出をお願いします。確認
申請の法定審査期間は３５日ですので、工事着手の３５日前
までに申請をお願いします。

省エネ基準を仕様基準等以外で省エネ計算で適合させる場
合は、適合性判定の申請（新３号建築物を除く）が必要です。

構造の経過措置の適用を受ける場合も、構造関係書類の添
付が必要です。

手数料が改正された場合、改正後の金額で納付ください。
都市計画区域外（現行法の４号建築物の場合のみ）で４月上旬に着
工したい場合は、３月以前に申請はできませんので、提出予
定の確認申請窓口・省エネ適合判定機関等に事前相談の上、
申請をお願いします。

都市計画区域内・区域外の場合

４／１

工事
着手

申請 確認
済証

省エネ
適合
通知
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【参考】工事の着手
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工事の着手の時点

一般的には「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留め工事」又は「根切り工事」に係
る工事が開始された時点です。

完了検査等で着工日を確認する場合がありますので、改正法施行日をまた
ぐ工事の場合、検査員等に資料が求められた際に提出ができるよう、着工日
の確認できる資料の準備をお願いします。（例 着工日のわかる工事看板入り
の工事写真、工程表等）

工事の着手に該当しない行為

• 地盤調査のための掘削行為、ボーリングの実施
• 現場の整地、やり方
• 地鎮祭の挙行
• 現場の仮囲いの設置
• 現場事務所の建設
• 既設建築物の除却
• 現場への建設資材、建設機械の搬入
• 工事請負契約書の締結

４ 検査済証のない建築物の増築等について
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検査済証のない建築物の確認方法
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■検査済証の有無の確認方法

各特定行政庁で台帳記載事項証明等で確認済証や検査済証の有無を確認することが
できます。 以下の建築物については、確認申請等が不要だったため、証明書は発行で
きません。

○法的に確認申請が必要でない建築物
・都市計画区域に編入前の区域の旧４号建築物
・防火・準防火地域外の１０㎡以内の増築等
○法的に完了検査が必要でない建築物
・上記の確認申請が不要な建築物
・用途変更の場合（ただし、完了届の提出は必要）

【参考】完了検査の受検が低かった時期

近年では住宅ローンでの検査済証の提出や周知等により、概ね検査済証の交付を受
けている傾向ですが、昭和～平成の前半は完了検査率が低い。
増築・大規模な修繕、大規模な模様替え等の際に既存建築物の検査済証がない場合、
法の適合性を確認する調査等が必要になりますのでご注意ください。
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【参考】国の公表資料等
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【参考】国の公表資料等
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